
ほたか居宅介護支援事業所 運営規程 

 

（趣旨および事業目的） 

第 1 条  社会福祉法人ほたか会が開設する指定居宅介護支援事業所（以下「当事業所」という。）の適正な

運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介

護状態にある高齢者（以下単に「要介護者等」という。）に対し、適切な居宅介護支援を提供するこ

とを事業の目的とする。 

 

（運営の方針） 

第 2条  当事業所の運営の方針を次のとおり定める。 

一 当事業所は、要介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令

の趣旨に従って、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活が営めるよう、

利用する指定居宅サービスの種類や内容等を定めた計画（以下単に「居宅サービス計画」という。）を

作成し、居宅介護支援事業の提供に努める。 

二 当事業所は、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、利用者自身の主体的か

つ自由な選択に基づき、適切な保健医療サービス・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効

果的に提供されるよう、常に居宅介護支援の進歩に対応し、居宅サービス計画の策定にあたるなど、適

切な技術をもって居宅介護支援事業の提供に努める。 

三 常に利用者の意思および人格を尊重し、利用者へ提供される指定居宅サービス等の事業者が、特定の

種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に居宅介護支援事業の提供に努める。 

四 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸

与の各サービスの利用割合と同一事業所により提供されたものの割合を利用者や家族へ説明する。前 6

か月間については、前期（3月 1日から 8月末）後期（9月 1日から 2月末）期間を対象し、介護サー

ビス情報公表制度において公表することとする。 

五 当事業所は、地域の中核施設となるべく、市町村、老人介護支援センター、介護保険施設、地域包括

支援センター、その他の事業者等との密接な連携に努める。 

 

（事業所の名称、所在地等） 

第 3条  事業を行う事業所の名称および所在地等は次のとおりとする。 

一 施設名             ほたか居宅介護支援事業所 

二 所在地             〒371-0034 群馬県前橋市昭和町三丁目11番 18号 

三 電話番号等         TEL 027-212-4802（代） FAX 027-212-6556 

四 代表者名           理事長  樋  口    明 

五 管理者名          管理者   小野里 明 美 

六 介護保険指定番号   指定居宅介護支援事業 １０７０１０２８７４ 

 

（職員の職種、員数および職務内容） 

第 4条  当事業所に勤務する職種、員数および職務内容は次のとおりとする。 

一 管理者（介護支援専門員）  １名（兼務） 

管理者は、事業所の従事者の管理および業務等の管理を一元的に行う。また、居宅サービス計画作成

等の居宅介護支援業務を介護支援専門員に担当させる。なお、居宅サービス計画作成の指示にあたって

は、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるよう指示を行ったり、解決すべき課題や

実情に即さない居宅サービス計画の作成をさせてはならない。 

二 介護支援専門員       ７名以上（うち、１名兼務） 

介護支援専門員は、本規程に定める居宅介護支援の内容の提供および給付管理業務にあたる。また、

居宅サービス計画の作成にあたっては、解決すべき課題や実情に即さない居宅サービス計画の作成をし

てはならない。 

三 事務職員          １名（兼務） 

事務職員は必要な事務を行う。 
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（営業日および営業時間） 

第 5条  当事業所の営業日および営業時間は次のとおりとする。 

一 営業日   月曜日から土曜日とする。 

ただし、国民の休日および１２月３１日から１月２日までを除く。 

二 営業時間  午前９時から午後６時までとする。 

三 電話等により、緊急時においては２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

（居宅介護支援の内容） 

第 6条  居宅介護支援事業の内容は次のとおりとする。 

一 居宅で生活されている要介護者が、日常生活を営む為に必要な保健医療サービスまたは福祉サービス

を適切に利用できるよう、利用者からの依頼を受けて、心身の状況、病状、その置かれている環境、本

人や家族からの希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成すること。また、居宅サービス計画の原案の

内容については、利用者およびその家族に対し、理解しやすいよう懇切丁寧に説明し、文書により同意

を得なければならない。さらに居宅サービス計画は利用者およびその家族ならびに、当該利用者が利用

しようとする指定居宅サービス事業者の担当者等に交付しなければならない。 

二 居宅サービス計画に基づき、効果的な指定居宅サービス等の提供が確保されるよう主治医、指定居宅

サービス提供事業者やその他の者との連絡調整等を図ること。 

三 要介護者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介等必要な便宜を図ること。 

四 居宅サービス計画作成後においても、利用者本人およびその家族ならびに指定居宅サービス事業者等

との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況の把握および解決すべき課題の把握（以下単に

「モニタリング」という。）に努め、必要に応じて居宅サービスの変更・指定居宅サービス事業者との

連絡調整を行うこと。また、モニタリングにあたっては、最低１月に 1回、利用者の居宅を訪問し、面

接を行い、当該モニタリングの結果を記録すること。 

五 利用者が要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定等を受けた場合においては、サービス担当者

会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の内容について、担当者から専門的な見

地からの意見を求めること。 

六 その他必要に応じ、利用される本人およびその家族に対する便宜の提供を図ること。 

 

（居宅介護支援の提供方法） 

第 7条  利用者から相談を受ける場所は、利用者の居宅もしくは利用者の指定する場所または事業所内の相

談室とする。 

２ 使用する課題分析方式は、包括的自立支援プログラム方式、または居宅サービス計画ガイドライン方

式とする。 

３ サービス担当者会議の開催場所は、利用者の居宅もしくは利用者の指定する場所または事業所内の会

議室とする。 

４ 当事業所の介護支援専門員は、継続的に利用者の居宅を訪問し、利用者の近況および居宅サービス計

画の実施状況を把握するとともに、逐一利用者の相談にのるものとする。 

５ 当事業所の介護支援専門員ひとりあたりの居宅介護支援の担当件数の上限は４９件とする。 

 

（利用料等） 

第8条  指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額とし、

当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないもの

とする。 

２ 次条に規定する通常の実施地域を超えて行う居宅介護支援事業に要した交通費は次の額とする。 

一 当事業所から概ね２０km未満   １５円／km 

二 当事業所から概ね２０km以上３０km未満  ２５円／km 

三 当事業所から概ね３０km以上   ３５円／km 

３ 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書を以って説明した

上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名捺印）を受けることとする。 
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（要望および苦情処理） 

第 9条  当事業所は、提供した居宅介護支援等に関し、利用者またはその家族から要望および苦情があった

ときは、管理者の責任において迅速かつ適切に対応し、その対応策を要望および苦情を申し出た者に

説明するものとする。 

  ２ 事業所内の要望および苦情の受付担当者は、管理者の定める者とし、苦情処理のシステムは、苦情・

事故対策委員会で定めるものとする。また、事業所外の受付担当機関を群馬県国民保険団体連合会およ

び当該利用者が居住する住所地の市町村役場介護保険担当課窓口に定める。 

３ 要望および苦情があった時は、要望および苦情の内容、調査内容、採った措置内容等について記録す

るものとする。 

  ４ 当該苦情に起因する、関係市町村および群馬県国民保険団体連合会による指導があった際には、その

求めに応じ、指導等に対する改善内容を提出しなければならない。 

（事故発生時の防止及び発生時の対応） 

第10条  当事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講ずる。 

（１） 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備 

する。 

（２）事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通 

た改善策について、職員に周知徹底する体制を整備する。 

（３）事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に（年２回以上）行う。 

（４）上記の措置を適切に実施するための責任者は管理者とする。 

  ２ 当事業所は、利用者に対する居宅介護支援事業の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速

やかに損害賠償を行うものとする。 

    

（ハラスメント対策） 

第 11 条  当事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就

業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

 

（職員の服務規律） 

第 12 条  当事業所に属する職員は、関係法令および諸規定を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業

務に専念する。服務にあたっては、協力して事業所の秩序を維持し、次の事項に留意すること。 

  一 利用者やその家族等に対しては、人格を尊重し、懇切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 

  二 常に自己の健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。 

  三 お互いに協力し合い、能力の向上に努めるよう心がけること。 

 

（職員の勤務条件） 

第 13 条  当事業所に属する職員の就業に関する事項は、別に定める社会福祉法人ほたか会の就業規則によ

る。 

 

（守秘義務） 

第 14 条  当事業所に属する職員に対して、事業所職員である期間および事業所職員でなくなった後におい

ても、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を漏らすことのないよ

う指導教育を適時行うほか、事業所職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。 

２ 居宅サービス計画の作成や変更等、介護保険サービスの適切な利用のための市町村、指定居宅サービ

ス事業者、介護保険施設の担当者ならびに当該利用者のかかりつけ医療機関の主治医に対し、情報の提

供を行う場合には、その提供方法に留意し、予め利用者およびその家族等にその趣旨を説明し、文書に

より同意を得た上で、行うものとする。 
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（記録） 

第 15 条  当事業所は、関係法令の定めるところにより、整備する記録を次のとおり定める。また、当該記

録の保存期間を完結してから５年間に定める。 

  一 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を編綴した居宅介護支援台帳 

   （１）居宅サービス計画 

   （２）アセスメントの結果の記録 

   （３）サービス担当者会議等の記録 

   （４）モニタリングの結果の記録 

   （５）苦情の内容等の記録 

   （６）事故の状況および事故に際して採った措置の記録 

   （７）指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準省令（平成 11年 3月31日 厚生省令

第38号）第3章第 16条に規定する市町村への通知に係る記録 

 

（通常の事業の実施地域） 

第16条  通常の事業の実施地域を以下のとおりとする。 

前橋市、高崎市（旧倉渕村、旧新町を除く）、渋川市（旧赤城村、旧北橘村、旧小野上村、旧伊香保

町を除く）、北群馬郡吉岡町、北群馬郡榛東村 

 

（身体拘束の禁止） 

第 17 条 当事業所は、利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

  （１）身体拘束適正化委員会を独立して設置し、身体拘束廃止に関する指針を作成し、身体拘束等の適正

化のための研修を定期的に（毎月）開催する。また、新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研

修を実施する。 

 

（虐待の防止について） 

第 18 条 当事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ずる

ものとする。 

  （１）虐待の防止のための対策を検討する虐待防止検討委員会を設置し、定期的に開催するとともに、そ

の結果について、職員に周知徹底を行う。また、その責任者は管理者とする。 

  （２）虐待防止の指針を整備し、必要に応じ見直しを行う。 

（３）職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に（年２回以上）実施する。 

（４）虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関係者に報告を行い

事実確認のために協力する。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、速やかに虐待防

止検討委員会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を

行い、再発防止に努める。 

 

（認知症に係る取り組みについて） 

第 19 条 当事業所は、研修の受講状況等、認知症に係る当該事業所従業者の取組状況について、介護サービ

ス情報公表制度において公表するものとする。 

 

（非常災害対策） 

第 20 条 当事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を

整備し、それらを定期的に職員へ周知しなければならない。 

（１）火災・地震・風水害等の非常災害に備えるため、定期的に（年２回以上）消火、避難、救出等の必

要な研修及び訓練を行う。 

（２）前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民、消防関係者の参加が得られるよう連携に努める

ものとする。 

（３）平常時の対応（必要品の備蓄など）、緊急時の対応、他施設及び地域との連携に関する業務継続計

画を策定する。 
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(感染症対策) 

第 21 条 当事業所において、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

るものとする。 

  （１）感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、職員に対し、周知徹底を図る。 

   (２)感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

   (３)職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に（年２

回以上）実施する。 

   (４)前各号に掲げるもののほか、別に厚生労働省が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処

等に関する手順に沿った対応を行う。 

   (５)平時からの備え（備蓄品の確保など）、初動対応、感染拡大防止体制の確立に関する業務継続計画を

策定する。 

 

（その他運営についての重要事項） 

第 22 条  当事業所は、当事業所に属する職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるもの

とし、また、業務体制を整備する。 

一 採用時研修  採用後６ヶ月以内 

二 継続研修  年４回 

２ 運営規程の概要、事業所職員の勤務体制、苦情処理の対応等について、事業所に掲示する。 

３ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は理事長と管理者との協議に基づいて定めるも

のとする。 
 

付  則 
 

この規程は、 平成１１年１０月 １日から施行する。 
      

         平成１２年 １月１６日 一部改定  平成２５年 ２月１６日 一部改定 

         平成１２年 ３月 １日 一部改定  平成２５年 ９月 １日 一部改定 

         平成１２年 ４月 １日 一部改定  平成２５年 ９月１６日 一部改定 

         平成１４年 ３月２２日 一部改定  平成２５年１０月 １日 一部改定 

         平成１４年 ６月 １日 一部改定  平成２６年 ４月 １日 一部改定 

         平成１５年 １月１６日 一部改定  平成２８年 ２月１６日 一部改定 

         平成１５年 ４月 １日 一部改定  平成２８年 ８月１６日 一部改訂 

         平成１６年 ８月 １日 一部改定  平成３０年 ４月 １日 一部改訂 

         平成１７年１１月 １日 一部改定  平成３０年 ９月 １日 一部改訂 

         平成１８年 ４月 １日 一部改定  令和２年 １２月１６日 一部改定 

         平成１９年 ４月 １日 一部改定  令和３年  １月 １日 一部改定 

         平成１９年 ４月１６日 一部改定  令和３年  ４月 １日 一部改定 

         平成１９年１０月 １日 一部改定  令和３年  ８月 １日 一部改定 

         平成２０年 ４月１６日 一部改定  令和６年  ４月 １日 一部改定 

         平成２０年 ６月１６日 一部改定  令和７年  ４月 １日 一部改定 

平成２０年 ７月 １日 一部改定   

平成２０年 ８月１６日 一部改定   

         平成２０年 ９月１６日 一部改定   

         平成２０年１０月 １日 一部改定   

         平成２２年 ３月１６日 一部改定   

         平成２２年 ８月１６日 一部改定   

         平成２２年 ９月１３日 一部改定   

         平成２２年１２月１６日 一部改定   

         平成２３年 ３月１６日 一部改定 

         平成２３年 ７月１６日 一部改定 

平成２３年 ８月１６日 一部改定          

平成２３年１０月 １日 一部改定 

         平成２４年 ７月１６日 一部改定 

         平成２４年１０月１６日 一部改定 

         平成２４年１１月１９日 一部改定 
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○ 居宅介護支援費（介護給付費）（非課税） 

※ 当事業所は、職員体制等が国の定める要件を満たすものとして「特定事業所加算Ⅱ」に該当しています。 

                          取扱件数 

介護度･加算 

49件未満 
（取り扱い件数が50件未満である場合又
は50件以上である場合において、50件
未満の部分について算定する。） 

要介護１・２ 1,086単位/月 
要介護３・４・５ 1,411単位/月 
※同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント所定単位数の95％を算定 

加 
 

 

算 

初回加算 300単位 
 

退院・退所加算 
（Ⅰ）ｲ 450単位もしくは ﾛ 600単位/月 
（Ⅱ）ｲ 600単位もしくは ﾛ 750単位/月 
（Ⅲ）900単位 

入院時情報連携加算 （Ⅰ）250単位 もしくは（Ⅱ）200単位/月 

ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月 
特定事業所加算（Ⅰ） 519単位/月 
特定事業所加算（Ⅱ） 421単位/月 
特定事業所医療介護連携加算 125単位/月 
中山間地域加算 個々の介護度に合わせた該当支援費の5％を加算 

通院時情報連携加算 50単位/月 

緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位/回 

○ 介護予防支援費（予防給付費）・介護予防ケアマネジメント費 
各市町村が定める委託料 

※居宅サービス計画に位置づけた居宅サービスを一日（回）でも、ご利用された場合には上記の金額が発

生いたします（日割りの算定はございません）。 

※居宅介護支援に関するサービス料金について、介護保険法令の定めるところにより、当事業者が介護保

険から居宅介護支援費に相当する給付を受領する場合には、自己負担はありません。但し、利用者の介

護保険料の滞納や、サービス利用中に要介護認定が非該当もしくは自立と認定され、その後も事業者と

の協議により継続して居宅介護支援の提供を受け、当事業者が居宅介護支援費に相当する給付を受領で

きない場合は、上記居宅介護支援費の全額を、お支払いいただきます。 

○ 通常の実施地域を超えて行うサービス提供に係る交通費 
（１）通常の実施地域を超えて、概ね２０km未満   １５円／km 
（２）通常の実施地域を超えて、概ね２０km以上３０km未満  ２５円／km 

 （３）通常の実施地域を超えて、概ね３０km以上   ３５円／km 

○ 本料金表のお問合せ先 
 社会福祉法人ほたか会 ほたか居宅介護支援事業所 
 〒371‐0034 群馬県前橋市昭和町三丁目 11番 18号 （担当：担当介護支援専門員） 
 ＴＥＬ ０２７―２１２―４８０２（代） ＦＡＸ  ０２７―２１２―６５５６      

この料金表は、令和６年４月１日現在のものです。今後、介護保険法令の改正等により、介
護給付費体系の変更があった場合、このサービス利用料金を変更することがございます。予
めご了承ください。 

 

ほたか居宅介護支援事業所 利用料金表 


